
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年６月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第２６号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２５年１月２９日 １３時１０分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北区 

大阪府堺市所在の堺泉北大和川南防波堤南灯台から真方位１７３°

３,３００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３４.０′ 東経１３５°２４.１′） 

事故等調査の経過  平成２５年２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 あわじ丸、１７.１７トン 

   ２６０－１３２８３大阪、個人所有 

Ｂ 台船 修
しゅう

栄
えい

１号、２０ｍ 

   なし、有限会社鈴木組 

Ｃ 作業船 第二泰
たい

豊
ほう

丸、５トン未満（長さ５.８０ｍ） 

   ２５２－１９２２７大阪、TAIHOU CONSTRACTION 株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｃ 船長Ｃ、二級小型船舶操縦士（若年者５トン） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 機関等濡損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船、Ｃ船及び防護枠をえい
．．

航

するため、Ａ船の船尾とＢ船の船首をえい
．．

航ロープでつなぎ、Ｂ船の

左舷側に２本のえい
．．

航ロープでＣ船を横抱きするとともに、Ｂ船の船

尾側に１本のロープで防護枠を連結して引船列（以下「Ａ船引船列」

という。）を構成し、Ｂ船には作業員３人及び船長Ｃが乗り、阪神港

堺泉北区浜寺泊地から大阪天保山に向けて約２.５ノットの対地速力

で航行中、平成２５年１月２９日１３時１０分ごろ、Ｂ船の左舷船首

側とＣ船の船首部とをつないでいたえい
．．

航ロープが切断し、Ｃ船が横

向きとなって左舷側に転覆した。 

 Ｂ船の作業員は、その後、転覆したＣ船をＢ船の船首側につなぎ直

し、Ａ船が航路の妨げにならないところまでえい
．．

航中、Ｃ船が沈みか

けたので、危険を感じた作業員がえい
．．

航ロープを切断した。 

 Ｃ船は、付近の海底に沈没したが、その後、引き揚げられた。 

 Ａ船、Ｂ船及び防護枠に損傷はなかった。 



 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項  船長Ａのえい
．．

航経験は５０年であった。 

 船長Ｃは、えい
．．

航ロープの強度を把握していなかったが、Ｂ船にＣ

船を横抱きした。 

 Ｂ船とＣ船をつないだえ
．
い
．
航ロープは、直径２４mm のポリエチレン

製であった。 

Ａ船とＢ船をつなぐえい
．．

航ロープの長さは約２０ｍ、Ｂ船と防護枠

をつなぐえい
．．

航ロープの長さは約１ｍであった。 

Ｂ船の船尾にえい
．．

航していた防護枠は、縦横の長さがそれぞれ約５

ｍの鉄製であり、海底の泥を掘る際、泥の汚濁を防止するものであっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船引船列は、阪神港堺泉北区を航行中、えい
．．

航ロープの強度を確

認せずにＢ船がＣ船を横抱きしていたため、同ロープが切断し、Ｃ船

が転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、阪神港堺泉北区を航行中、えい
．．

航ロープ

の強度を確認せずにＢ船がＣ船を横抱きしていたため、同ロープが切

断し、Ｃ船が転覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・台船に横抱きしてえい
．．

航する際は、えい
．．

航ロープの強度を確認す

ること。 

 


